
2．加算の種類及び算定要件

福祉・介護職員等特定処遇改善加算について

算定要件

加算Ⅰ 配置等要件、現行加算要件、職場環境等要件、見える化要件

加算Ⅱ 現行加算要件、職場環境等要件、見える化要件

加算の種類

福祉・介護職員等特定処遇改善加算

【配置等要件】

福祉専門職員配置等加算（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護にあっては特定事業所加算）を
算定していること。※重度障害者等包括支援、施設入所支援、短期入所、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援にあっては記載
不要。

【現行加算要件】

現行加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までのいずれかを算定していること。（特定加算と同時に現行加算にかかる処
遇改善計画書の届出を行い、算定される場合を含む。）

【職場環境等要件】

届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善（賃金改善を除く。）の内容を全ての職員に周知しているこ
と。この処遇改善については、複数の取組を行うこととし、国通知の別紙１ 表５の「入職促進に向けた取
組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含
む心身の健康管理」、「生産性の向上のための業務改善の取組」及び「やりがい・働きがいの醸成」の６
つの区分から３つの区分を選択し、それぞれで１つ以上の取組を行うこと。

【見える化要件】令和２年４月～

特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。具体的には、障害福
祉サービス等情報公表制度を活用して特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的
な取組内容を記載すること。当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホーム
ページ等、外部から見える形で公表すること。

算定要件

基本の配分方法（イメージ）
※　勤続年数等については、各事業所の裁量により柔軟に設定可能です。（詳細は、厚生労働省の通知をご確認ください。）

a 経験技能のある障害福祉人材
（勤続10年以上）

b 他の障害福祉人材

c その他の職種

※　aのみの設定、aとbの設定、aとbとcの設定が可能
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・福祉・介護職員のうち介護

福 祉士、社会福祉士、精神

保健福祉士又は保育士のいず

れかの資格を保有する者

・心理指導担当職員
（公認心理師含む）

・サービス管理責任者

・児童発達支援管理責任者

・サービス提供責任者

a に該当しない福祉・介護職員

など

※詳細は、国通知参照

障害福祉人材以外の職員

a の賃金改善に要する費用
の見込額の平均は、bの賃
金改善に要する費用の見込
額の平均と比較し高いこと

b の賃金改善に要する費
用の見込額の平均は、c
の賃金改善に要する費用
の見込額の平均の２倍以
上

a のうち１人以上
月額平均８万円以上の改善 または 改善後の年額が440万円以上 ※現に年額440万円以上の者がいれば、この限りでない。

= 平均処遇改善額

福祉・介護職員等特定処遇改善加算は、福祉・介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員
に重点化を図りながら、福祉・介護職員の更なる処遇改善を進めるために、令和元年10月より始まった新しい加算です。

具体的には、他の福祉・介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるような柔軟な運用を認める
ことを前提に、障害福祉サービス事業所等における勤続年数10年以上の介護福祉士等について月額平均８万円相当の処遇
改善を行うことなどを算定根拠としています。

1．目的

障害分野

※情報公表システム改修予定により令和３年度と令和４年度は算定要件としない。

令和３年度より配分ルール見直し



４．提出先

➊について

・届出様式等は、東京都障害者サービス情報をご確認ください。
・年度途中に事業所を追加する場合又は廃止する場合には、変更する月の前月１５日まで

（処遇改善加算担当（障害福祉）必着）に変更届を提出する必要があります。
・年度途中に新規で届出を行う場合には、算定月（サービス提供月）の前月１５日まで（※）

（処遇改善加算担当（障害福祉）必着）に計画書等を提出する必要があります。
➋について（加算額の計算方法）

一月当たりの障害福祉サービス等報酬総額×サービス別加算率

※処遇改善加算を取得する前年の1月から12月までの12か月間の支払明細書に基づく障害福祉サービス等報酬総額

（処遇改善加算等の額を除く。）を12で除したもの。
➌について

国保連から処遇改善加算総額のお知らせが発行されます。実績報告時に必要になりますので、必ず保存をしておいて
ください。
➍について

・賃金改善の方法はベースアップや手当等が考えられますが、実費弁償・福利厚生のような賃金以外の項目に加算金は
充当できません。

・また、手当において、研修手当には加算金を充当できません。
（「平成27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ VOL.2（平成27年４月30日）」問９ を参照）

➎について（ ! 特に重要 ! ）

届出書の修正や実績報告書の修正・提出を求める等の指導を行っているにも関わらず修正・提出を行わない場合や加算

額以上の賃金改善が行われない場合など、加算の算定要件を満たしていない場合には、加算算定の停止や不正請求とし

て全額返還等を行う可能性があります。
【その他】

年度途中でやむを得ず賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行うことになった場合には、その時点で速やかに、
特別な事情に係る届出書を提出してください。

○東京都担当部署

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課処遇改善加算担当（障害福祉）

○八王子市担当部署（※八王子市へ提出する場合）

八王子市福祉部障害者福祉課事業者指定担当

※児童相談所設置区の児童サービスは、提出先は区となります。

３．加算の流れ
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国民健康保険連合会

① 毎年、２月末に次年度の処遇改
善計画書等を都道府県知事等に
届け出ます。

②

③ 国保連へ請求後、基本
報酬等とあわせて処遇
改善加算分が支払われます。

⑤ 計画を届出した翌年の７月末までに実績報告書等を都
道府県知事等に提出します。
年度途中に廃止・休止した場合や、加算を受け取って
いない場合であっても計画書を提出している場合には、
実績報告書が必要となります。

１

２

３

④４

５

毎年2月末までに翌年度の計画書の提出

毎年７月末までに前年度の実績報告書の提出

請
求

支

払

② 加算の適用月の翌月から基本

報酬等と合せて国民健康

保険連合会へ請求します。

加算を受け取った事業者等は、
計画書に基づき加算額以上の
賃金改善を実施する必要があ
ります。

令和４年度
計画書の提出期限は
４月１５日まで

！重要！


